
はしがき

　本書は、最先端の地方公務員制度をこれでもかと言うほど「一番やさ
しく」書いた本です。本書の特色は次のとおりです。
１　地方公務員制度の「実態や意味」が分かる！
　これまでの解説書は、地方公務員法の条文の説明に終始したものが多
く、漠然とした理念的な説明で、制度の実態や意味を知ることが難しい
ものでした。このため、条文をただ覚えるしかないのが現実でした。
　本書は、地方公務員制度の各制度について、実態を知ること、本当の
意味が分かることに重点をおいて「一番やさしく」解説した本です。
　昇任試験は気になるが法律の勉強は苦手という地方公務員の皆さんに
も十分に役立つ内容となっています。
２　地方公務員制度の「いま」が分かる！
　近年、地方公務員制度は頻繁に改正が行われています。公務員の人事
管理に関する研究も進んでいます。そうした中、「いつのまにか自分が
勉強した頃とは大きく変わっているようだが、よく知らない。気になる
が調べる時間がない」といった声をよく耳にします。
　そこで、最先端の地方公務員制度について、最新動向をふんだんに織
り込んで制度の「いま」を具体的に解説しました。
　人事・給与が気になる地方公務員の皆さんにもお勧めの内容です。
３　地方公務員の「真実」が分かる！
　公務員の真実を知ることはなかなか難しいものです。しかし、巷にあ
ふれる公務員にまつわる都市伝説の真偽のほどは、データ等を用いて客
観的に観察すれば、真実を知ることができます。
　本書では、データ等を豊富に示して地方公務員の真実を「つつみ隠さ
ず」解説しています。
　公務員の実態が気になる公務員志望の学生の皆さんや一般の市民の皆
さんにも、ぜひとも読んでいただきたい内容を凝縮しています。
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	 地方公務員数、海外はどれくらい？	 19
	 どうして少ない？ 日本の公務員	 21

　２	地方公務員の“リアル”	 22
	 公務員の８割は地方公務員	 22
	 意外と少ない！ 市町村職員	 22
	 部門別で見る！ 地方公務員の仕事内容	 23
	 都道府県と市町村で異なる「学歴」	 25
	 公務員ですすむ「高齢化」	 26
	 男性が６割以上	 27
	 公務員の退職といえば定年退職…だけじゃない⁉	 28
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一番やさしい地方公務員制度の本　もくじ
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　公務員バッシングが当たり前の時代が続いています。なんとも悲しい
ことです。しかし、私の知る地方公務員の多くは、そんなことにもめげ
ず、高い目的意識と使命感を持って、自分たちの地域をよくしていこう
と懸命に働いています。そんな本当の地方公務員像を広めていきたいと
思っています。
　一人でも多くの方々に本書をお読みいただくことで、地方公務員制度
についての理解が深められるとともに、地方公務員の皆さんが高い意欲
を持って能力を発揮され、元気でこころ豊かな地方が創生されることを
願っています。

　なお、本書を作成するにあたっては、多くの皆さんからご指導をいた
だきました。特に学陽書房編集部の宮川純一氏には、企画段階から完成
に至るまでたいへんお世話になりました。心より感謝いたします。

　　平成 28 年 12 月

圓生和之
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２　地方公務員の“リアル”

 公務員の８割は地方公務員 
　日本の公務員には、国の仕事をする国家公務員と地方公共団体の仕事
をする地方公務員がいます。平成 27年４月現在、国家公務員が約 58
万人、地方公務員が約 274 万人で、地方公務員が８割以上を占めてい
ます。行政の仕事の多くが地方公務員によって行われていることが分か
ります。

 意外と少ない！ 市町村職員 
　日本の地方自治制度は、都道府県と市町村の二層制になっています。
　約 274 万人の地方公務員のうち、都道府県の職員が約 150 万人で過
半数を占めています。これは小中学校の先生を都道府県の職員としてい
ることが大きく影響しています。

22

　地方公務員の実態を概観します。地方公務員には、都道府県職員と市町村職
員がいます。これらの職員がどのような仕事をしているか、学歴・年齢構成・
男女比はどうなっているかなど、統計データをもとに実像に迫ります。

ここがポイント

⃝図表１−３　国家公務員数と地方公務員数（平成 27年度）

（出所）　�平成 28年人事院勧告資料、総務省「平成 27年地方公共団体定員管理調査」

国家公務員
58.3
18％

地方公務員
273.8
82％

（単位：万人）

　１つの地方公共団体当たりの平均職員数は、都道府県が約３万２千
人、政令指定都市が約１万２千人、その他の市が約 915 人、町村は約
149 人。都道府県と市・町・村で組織の規模が大きく異なることが分
かります。

 部門別で見る！ 地方公務員の仕事内容 
　どのような仕事に、どれくらいの職員が従事しているのでしょうか。
部門別の職員数を見てみましょう（図表１−６、１−７）。
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⃝図表１−４　団体区分別の地方公務員数（平成 27年度）

（出所）　�総務省「平成 27年地方公共団体定員管理調査」
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⃝図表１−５　地方公共団体当たりの平均職員数（平成 27年度）

（出所）　�総務省「平成 27年地方公共団体定員管理調査」をもとに作成
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１　ますます変化する職員採用

 基本は「成績主義の原則」 
　職員の採用は、「受験成績その他の能力の実証に基づいて行わなけれ
ばならない」とされています（地公法 15条）。成績主義の原則です。適
切な人材の確保と人事の公正の確保を目的としています。

 採用試験または選考で採用 
　採用は、採用試験または選考により行われます（地公法 17条の２、18
条）。採用試験は不特定多数の者を対象とした競争試験で、選考は特定
の者がその職に適格かどうかを確認するものです。いずれも、受験者が
標準的な職務を遂行する能力があるか、適性を有しているかどうかを判
定することを目的としています（地公法 20条１項、21条の２第１項）。
　なお、採用試験は、受験資格のある全ての国民に対して平等の条件で
公開されなければなりません（地公法 18条の２）。
　人事委員会を置く地方公共団体では、人事委員会は試験ごとに採用候
補者名簿を作成し、合格者の氏名と得点を記載します。職員の採用は、
この名簿に記載された者の中から任命権者が行います（地公法 21条）。
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地方公務員人事の
しくみ3章

ここがポイント

　地方公務員の人事は、職員の「採用」から始まります。成績主義の原則が基
本です。公務に相応しい有為な人材を確保するため、さまざまな工夫が繰り広
げられています。

 採用試験の競争率は下降ぎみ 
　図表３−１のグラフは過去十数年間の採用試験の競争率を示したもの
です。
　大きな流れとしては下降傾向にあると言えそうです。もちろん、短期
的には景気変動の影響等も受けていますし団塊の世代をはじめとした大
量退職の影響もあるでしょう。しかし全体としては下降傾向にあるよう
です。原因は定かではありませんが、公務員バッシングと呼ばれるよう
な風潮が続いていることの影響も指摘されています。
　また、受験者数という量の問題もさることながら、顕在化しにくい質
の問題も危惧されます。

 採用試験の試験区分とは 
　地方公務員の採用試験は、職種別・学歴別に実施されるのが一般的で
す。
　職種は、一般事務職・教育事務職などの事務職のほか、土木職・建築
職などの技術職、薬剤師・保健師などの医療関係職から、警察職や消防
職まで多岐にわたります。
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⃝図表３−１　採用試験の競争率の推移
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（出所）　総務省「平成 26年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」をもとに作成



　新たに再任用された職員の状況
　上記の再任用のうち各年度に新たに再任用職員となった職員につい
て、フルタイムと短時間勤務の内訳を見たのが図表３− 11です。
　雇用と年金の接続としての再任用が必要となった平成 26年度からフ
ルタイム勤務者が倍増し約半数を占めるようになったものの、民間では
フルタイム勤務者が９割を超えていることを考えると、地方公共団体で
もフルタイム中心の勤務を実現することが課題となっています。
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⃝図表３− 10　地方公務員の再任用の実施状況

（出所）　総務省「平成 26年度地方公務員の再任用実施状況等調査」

再任用職員
88,943人

常時勤務職員
29,523人
33.2％

短時間勤務職員
59,420人　66.8％

19時間22分30秒以上
23時間15分未満
6,648人　7.5％23時間15分以上

27時間7分30秒未満
10,677人　12.0％

27時間7分30秒以上
29時間3分45秒未満
3,706人　4.2％

15時間30分以上
19時間22分30秒未満
3,685人　4.1％

29時間3分45秒以上
31時間以下

34,704人　39.0％

⃝図表３− 11　新たに再任用された職員の状況

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度
フルタイム
勤務

5,799 人
（ 29.2%）

13,845 人
（ 49.2%）

14,722 人
（ 51.7%）

短時間勤務 14,088 人
（ 70.8%）

14,287 人
（ 50.8%）

13,759 人
（ 48.3%）

計 19,887 人
（ 100.0%）

28,132 人
（ 100.0%）

28,481 人
（ 100.0%）

（出所）　総務省「平成 26年度地方公務員の再任用実施状況等調査」をもとに作成

１　勤務評定から人事評価へ！

 新たな「人事評価」の登場 
　平成 28年施行の改正で、地方公務員法から「勤務評定」という言葉
が消え、新たに「人事評価」という言葉が登場しました。人事評価とい
う新たな節も設けられるなど（３章３節）、大改正となりました。

 改正のポイント 
　新しい人事評価制度は、能力と実績に基づく人事管理の徹底をめざし
たものです。
　人事評価の対象となるのは、一般職の全ての職員です。したがって、
行政職の一般事務の職員だけではなく、医療職等の専門的な職種から、
臨時・非常勤職員まで、全ての職員が評価の対象となります。もちろん
管理職の職員も対象です。管理職は評価する側である一方で評価される
側でもあるのです。
　新しい人事評価制度では、評価基準の明示のほか、面談の実施や評価
結果の開示など、客観性や透明性の高い制度とすることが求められてい
ます。評価結果は任用や分限、給与に反映されるほか、評価結果に基づ
く指導や助言等を通じて人材育成等にも活用されます。
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地方公務員の
人事評価４章

　平成28年施行の改正地方公務員法で、地方公務員の人事評価制度の位置付
けが大きく変化しました。これまでの経緯や背景を把握した上で、法改正の趣
旨を正確に理解しておくことが重要です。

ここがポイント


